
静岡県感染症対策連携協議会 第１回病院部会

日時：令和５年10月27日(金)

午 後 ４ 時 ～ 午 後 ５ 時 （ 予 定 ）

場所：ＷＥＢ会議（県庁感染症対策局）

第１ 開 会

第２ 協議事項

１ 静岡県感染症対策連携協議会病院部会の部会長及び副部会長

の選任について

２ 医療措置協定に関する意向調査結果について

３ 静岡県感染症予防計画における目標設定の考え方について

４ その他

第３ 閉 会



敬称略

No. 機関名 職名 部会員　氏名 備考（代理出席・欠席等）

01 下田メディカルセンター 病院長 伊藤　和幸

02 伊東市民病院 管理者 川合　耕治

03 国際医療福祉大学熱海病院 病院長 池田　佳史

04 静岡医療センター 院長  岡﨑　貴裕 

05 沼津市立病院 病院長 伊藤　浩嗣 代理出席　医事課　地域医療係長　富田　聡

06 順天堂大学医学部附属静岡病院 院長補佐　感染対策室長 岩神　真一郎 欠席

07 有隣厚生会富士病院 院長 園田　紀夫

08 富士宮市立病院 院長 佐藤　洋 代理出席　事務部長　望月　哲也

09 富士市立中央病院 院長 児島　章

10 静岡県立総合病院 感染対策部　部長 袴田　康弘

11 静岡市立静岡病院 感染管理室長 岩井　一也

12 静岡市立清水病院 病院長 上牧　務

13 静岡赤十字病院 院長 小川　潤

14 静岡済生会総合病院 副院長兼感染対策室長 鈴村　潔

15 島田市立総合医療センター 島田市病院事業管理者 青山　武 代理出席　健診科　部長　谷尾　仁志

16 焼津市立総合病院 焼津市病院事業管理者 関　常司

17 藤枝市立総合病院 院長 中村 利夫

18 榛原総合病院 院長 森田　信敏

19 磐田市立総合病院 病院事業管理者 鈴木　昌八

20 中東遠総合医療センター 企業長兼院長 宮地　正彦
宮地委員は出張先からカメラオフで参加予定
代理出席　院長補佐・感染対策管理室長

赤堀　利行

21 市立湖西病院 院長 大貫　義則

22 浜松医科大学医学部附属病院
感染制御センター

センター長
古橋　一樹 冒頭15分のみ出席

23 浜松医療センター 院長 海野　直樹

24 聖隷浜松病院 病院長 岡　俊明 代理出席　副院長　渡邊　卓哉

25 聖隷三方原病院 病院長 山本　貴道

26 公益社団法人静岡県病院協会 会長 毛利　博

静岡県感染症対策連携協議会 第１回病院部会　名簿



静岡県感染症対策連携協議会
第１回病院部会

　　　　健康福祉部感染症対策局
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静岡県

令和５年10月27日（金）



　 本日の協議事項

１　静岡県感染症対策連携協議会病院部会の部会長及び副部会長の選任

２　医療措置協定に関する意向調査結果

３　予防計画における目標設定の考え方

４　その他
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１ 静岡県感染症対策連携協議会  
病院部会の部会長及び副部会長の選任
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感染症法の改正　

都道府県は、国の基本指針に即し、令和５年度中に予防計画を改定

　感染症発生・まん延時における医療提供体制の確保等について数値目標を定める
　⇒ ７月に「連携協議会」を立ち上げ、現在、計画改定作業中

① 静岡県感染症予防計画の改定　

県と医療機関等との間で、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等に関する協定を
　締結することが法定化（令和６年９月末までに協定締結）

公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき
医療提供を義務付け

新型コロナ感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

感染症の発生及びまん延に備えるため、改正感染症法が令和４年12月９日に公布され順次施行

　（改正概要）

　 　　１ 感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等

　 　　２ 機動的なワクチン接種に関する体制の整備等

　 　　３ 水際対策の実効性の確保

② 医療機関との医療措置協定の締結　



静岡県感染症対策連携協議会の設置
◆ 改正感染症法（令和５年４月１日施行分）により、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図る

ため、都道府県、管内の保健所設置市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関、その他関係機関を構成員とする「都道府県
連携協議会」を設置することとなった。

◆ 連携協議会では、予防計画の改定を行うほか、新型インフルエンザ等感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策について協議する。

  ※新たに保健所設置市が定める予防計画についても本連携協議会において協議する。

◆ 連携協議会の運営及び構成員については、地域の実情に応じた柔軟な取り扱いが可能とされ、設置に当たっては既存の会議体の活用が可能とされてい
ることから、「新型コロナウイルス感染症医療専門家会議」を基盤に、国からの要請を踏まえた新たな構成員を加えて、「静岡県感染症対策連携協議
会」を設置する。
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静岡県感染症対策連携協議会　病院部会の設置目的等

目的：医療措置協定締結に
　　　必要な実務的な協議
　　　を実施
　　　(主に発熱外来）

委員：県医師会、
　　　郡市医師会公衆衛生
　　　担当役員等

○必要に応じて設置
　当面は協議会本会に委員以外の関係者を招聘する形式で　
　対応

部会（運営規約第６条第１項、第２項抜粋）
　第６条　協議会には、各論点ごとに議論する場として、
　　　　部会を置くことができる。 
　２　部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

診療所部会
（R5.8末～当面の間）

○○部会 ○○部会 

静岡県感染症対策連携協議会（設置：R5.7.25、第１回：同日開催）
　　　　　目的：感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図る
　　　　　　　　予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図る（平時）
　　　　　　　　新型インフルエンザ等感染症の発生の公表が行われた時に必要な対策の実施について協議を行う（有事）

構成機関・委員：感染症指定医療機関、診療学識経験者団体（病院協会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等）、

　　　　　　　　消防機関、その他の関係機関（老人福祉施設協議会、社会福祉協議会等）・27名

病院部会
（R5.10～当面の間）

目的：医療措置協定締結に必要な実務的な　　
　　　協議を実施
　　　（主に入院、流行初期の外来）

委員：流行初期（発生公表後３ヶ月まで）
　　　から入院患者の受入れが可能な病院
　　　（感染症指定医療機関、地域の中核
　　　　病院等を想定）の管理者又はこれ
　　　に相当する者　等　　　　　　　　　　　　　　 6

• 今年度の病院部会では、予防計画、協定締結に
関する事項を中心に協議・検討

第１回協議会
で設置承認



 

2 医療措置協定に関する意向調査
調査結果

7



項　目 概 要 等

調 査 目 的
医療措置協定の締結に向けた協定内容の検討及び予防計画等策定の基礎
資料とする

期間／方法 令和５年９月４日～９月15日／意向調査票に入力し、メールにて提出

調 査 内 容

以下の６項目について、(1) 新型コロナ対応実績 (2)新興感染症発生・
まん延時に対応可能な医療提供体制等（協定締結意向を含む） を調査

①病床確保、②発熱外来、③自宅療養者等への医療提供、④後方支援、
⑤人材派遣、⑥個人防護具の備蓄

回 答 数 県内170病院中　170病院から回答（回答率100％）

　意向調査の概要　目的・方法・回答数

◎全ての医療機関 ⇒ 協定締結に係る協議に応じることを義務付け

◎公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院

　⇒ 感染症発生・まん延時に①病床確保、②発熱外来、③自宅療養者等への医療提供、　
　　 ④後方支援、⑤人材派遣のいずれか１以上の医療の提供を義務付け

合計50病院
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　意向調査の前提等

対応時期の目安
感染発生早期 流行初期 流行初期以降

大臣公表※前まで 公表後１週間～３か月程度 ４か月～６か月程度まで

本県の想定
（コロナの事例）

検査
環境衛生科学研究所

検査開始
医療機関・民間検査開始

抗原定性検査キット
販売開始

ワクチン

治療薬
ー 既存抗ウイルス薬適用拡大 ワクチン承認・優先接種開始

対応機関

国ガイドラインにおける
本県確保病床数

　感染症病床

　48床（10病院）

　R2.12 
　コロナ確保病床相当
　○約450床（40病院）

　最大確保病床相当
　〇約900床（56病院）

確保病床の

即応化の期間
ー

発生公表後、県の要請後
速やかに（１週間以内を目
途に）即応化

県の要請後速やかに

（２週間以内を目途に）
即応化

感染症指定医療機関（想定：10病院、感染症病床48床）
流行初期医療確保措置協定締結医療機関（地域支援病院等）

全ての協定締結医療機関

9※　厚労大臣が感染症法上の新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）に位置付ける旨公表



協定締結の意向・課題

135, 
80%

26, 
15%

9, 5%
協定締結の意向

33

65

120

150

0 30 60 90 120 150

その他

感染対策ができない・不安

設備不足

人材不足

協定締結の課題

• ８割の病院が、５つの医療提供のうち、１つ以上について協定
締結の意向あり

⇒ コロナ同様、オール静岡体制となるよう、 意向なしの病院へ
　 働きかけを行う予定

　「その他」
　・需要が高まる流行初期における個人防護具の
　安定的な調達

　・感染症の治療に精通した医師の不足　等

n=170

公立・公的医療機関等50病院
のうち、46病院が協定締結の
意向あり
 ３病院：検討中
 １病院：締結の意向なし
 

あり

検討中

なし
n=170

88%
, 71%

, 38%

, 19%

,
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協定締結の意向　①病床確保

65, 38%

17, 10%

88, 52%

協定締結の意向 コロナ病床確保56病院

11

あり
なし

検討中

n=170

 約４割の病院が、協定締結の意向あり

49, 88%

4, 7%

3, 5%

協定締結の意向

あり

検討中
なし

 コロナ病床確保実績のある病院の　

 約９割が、協定締結の意向あり

n=56
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①病床確保  確保見込み病床数

334 442

0
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1000

確保病床数

意向調査 コロナ実績(R2.12)
• 流行初期に確保可能な病床数は、感染症病床48床

を加え38２床（検討中18床含む）で、コロナ実績数
▲60床

• 確保を見込む病院数は52病院（検討中４病院含む）
で、コロナ実績+12病院

検討中
18床含む

48
計382

感染症病床

12

643
911

0
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1000

確保病床数

意向調査 コロナ実績(最大)

検討中
26床含む

48
計691

• 流行初期以降に確保可能な病床数は、感染症病床
48床を加え691床（検討中26床含む）で、　　　　　　　　　　
コロナ実績最大数（R4.12）▲220床

• 確保を見込む病院数は65病院（検討中４病院含
む）で、コロナ実績+9病院

n=170 n=170

感染症病床

52病院 40病院

65病院

56病院
流行初期 流行初期

以降
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圏域
意向調査
（流行初期）

A

感染症病床
B

計
C=A+B

コロナ実績
(R2.12)

D

差
F=C-D

賀茂 16（4） ４（1） 20（４） ４（1） 16（３）

熱海伊東 23（２） ４（1） 27（２） 29（２） ▲2（±０）

駿東田方 48（９） ６（1） 54（9） 38（８） 16（１）

富士 27（3） ６（1） 33（3） 31（３） 2（±０）

静岡 64（１０） ６（1） 70（10） 111（9） ▲41（１）

志太榛原 29（6） ６（1） 35（6） 36（４） ▲1（2）

中東遠 26（４） ６（2） 32（4） 83（５） ▲51（▲１）

西部 101（14） 10（2） 111（14） 110（８） １（６）

全県 334（52） 48（10） 382（52） 442（40） ▲60（12）

①病床確保（流行初期）の圏域別の確保見込み病床数
カッコ内は病院数

• 賀茂、駿東田方、富士、西部では流行初期における確保病床数の見込みは、コロナ発生１年後の実績を
上回っている。 13



①病床確保（流行初期以降）の圏域別の確保見込み病床数
カッコ内は病院数

• 賀茂、志太榛原では流行初期初期以降における確保病床数の見込みは、コロナ最大の実績を
上回っている。

圏域
意向調査

（流行初期以降）

A

感染症病床
B

計
C=A+B

コロナ最大
(R4.12)

D

差
F=CーD

賀茂 12（3） ４（1） 16（３） 10（３） 6（±０）

熱海伊東 45（３） ４（1） 49（３） 63（４） ▲14（▲1）

駿東田方 84（13） ６（1） 90（13） 150（11） ▲60（２）

富士 49（4） ６（1） 55（4） 66（４） ▲11（±０）

静岡 113（10） ６（1） 119（10） 188（12） ▲69（▲２）

志太榛原 89（8） ６（1） 95（8） 93（６） 2（2）

中東遠 85（６） ６（2） 91（6） 120（５） ▲29（１）

西部 166（18） 10（2） 176（18） 221（11） ▲45（７）

全県 643（65） 48（10） 691（65） 911（56） ▲220（9）
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協定締結の意向（②発熱外来）

87, 
51%

33, 19%

50, 30%

協定締結の意向 n=170

• 87病院、約５割の病院が
　発熱外来について、協定締結の意向あり

15

あり
なし

検討中
21, 
62%

7, 20%

6, 18%

協定締結の意向 帰国者・接触者外来34病院

あり

なし

検討中

• 帰国者・接触者外来34病院中、約6割が、発熱外
来について協定締結の意向あり

⇒ 初期対応として帰国者・接触者外来の実績がある　
　病院に対応いただけるよう「検討中」「意向なし」の　
　病院へ働きかけを行う予定

n=34
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②発熱外来　実施見込み病院数

75 77
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発熱外来実施病院数

意向調査 コロナ実績(R2.12)

• 流行初期に発熱外来に対応を見込む病院は
　75病院（検討中1２病院含む）で、
　コロナ実績▲２病院

検討中
1２病院
含む

うち35病院が流行初期
の病床確保に対応見込み

95 99
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発熱外来実施病院数

意向調査 コロナ実績(最大)

検討中
15病院
含む

うち49病院が流行初期以降
の病床確保に対応見込み

n=170

流行初期 流行初期
以降

• 流行初期以降に発熱外来に対応可能な病院は　　　
95病院（検討中15病院含む）で、

• コロナ実績▲4病院
16

n=170



圏域

流行初期 流行初期以降

意向調査
A

コロナ実績
差

C=A-B
意向調査

D

コロナ実績
(R4.12)

E

差
F=D-E帰国者・

接触者外来 
(R2.12)

B

賀茂 ４ ４ 5 ▲1 6 5 1

熱海伊東 3 ３ 5 ▲2 ４ 4 ±0

駿東田方 20 ５ 18 2 28 25 3

富士 7 ４ 11 ▲4 9 12 ▲3

静岡 8 ３ 7 1 7 10 ▲3

志太榛原 8 ５ 8 ±0 9 11 ▲2

中東遠 10 ５ 8 2 12 12 ±0

西部 15 ５ 15 ±0 20 20 ±0

全県 75 34 77 ▲2 95 99 ▲4

②発熱外来の圏域別の対応見込み病院数

流行初期における対応見込みは、いずれの圏域においても、帰国者・接触者外来の実績を上回っている。 17



協定締結の意向（③自宅療養者等への医療提供）

50, 
29%

34, 20%

86, 51%

協定締結の意向

• 50病院、約３割の病院が自宅
療養者等への医療提供につい
て、協定締結の意向あり

18

あり

なし

検討中

n=170
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③自宅療養者等への医療提供 実施の見込み種類別病院数
計85

計91

計19 計18

計46
計54

計35
計41

19

n=170

　別途調査中の「診療所意向調査」の結果と合わせたうえで、連携協議会に報告予定

外来 往診 電話・オンライン

意向調査（すべての患者） 意向調査（かかりつけ患者のみ）

健康観察

コロナ実績（すべての患者） コロナ実績（かかりつけ患者のみ）



協定締結の意向（④後方支援）

94, 
55%

21, 13%

55, 32%

協定締結の意向

• 94病院、約６割の病院が　　

  協定締結の意向あり

あり
なし

検討中

n=170

71, 
62%16, 14%

27, 24%

協定締結の意向

• コロナ病床の確保を行っていない
114病院のうち、約６割の病院が後
方支援について、協定締結の意向
あり

あり
なし

検討中

コロナ病床を確保していない114病院

n=114

20



• 患者の種類（回復患者、一般患者）によらず、流行初期、流行初期以降ともに、　　　　　　
対応可能病院数はコロナ実績を上回っている。

83

47 38
14

0

20

40

60

80

100

120

意向調査 コロナ実績 意向調査 コロナ実績

回復患者       一般患者

対応可能病院数 流行初期

（R2.12） （R2.12）

対応可能病院数

107

69
45

15
0

20

40

60

80

100

120

意向調査 コロナ実績 意向調査 コロナ実績

回復患者       一般患者

すべての患者対応可能病院数

21

回復患者 一般患者 回復患者 一般患者
（最大）（最大）

n=170 n=170

流行初期 流行初期
以降

④後方支援　患者の種類別対応見込み病院数



協定締結の意向（⑤人材派遣）

25, 15%

26, 15%
119, 70%

協定締結の意向

• 25病院が人材派遣について、
　協定締結の意向あり

22

n=170

あり

なし

検討中



⑤人材派遣　派遣職種ごと等の対応可能病院数

対応病院数 派遣可能人数（県内合計）

見込み
コロナ
実績

差 見込み
コロナ
実績

差

医師 26 31 ▲5 53 63 ▲10

看護師 33 37 ▲4 113 158 ▲45

その他 15 14 １ 53 46 7

• 医師、看護師の派遣に対応可能な病院数はコロナ実績を下回っている。

• 同様に、医師、看護師の派遣可能人数はコロナ実績を下回っている。

n=170

23



個人防護具の備蓄予定

• 個人防護具の備蓄を

　予定している病院は

　約9割、157病院

157, 
92%

13, 8%

個人防護具の備蓄予定

24

あり

なし

n=170

病院数 割合
サージカルマスク 92/135 68.1%
N95マスク 101/135 74.8%
アイソレーションガウン 99/135 73.3%
フェイスシールド 94/135 69.6%
非滅菌手袋 85/135 63.0%

協定締結の意向がある135病院のうち、

２か月分以上備蓄を予定している病院数

• 各品目別では、約6～７割の病院が２か月分以上の数量の
備蓄を予定している

n=135



個人防護具の備蓄予定

25

予定なし, 22

1か月分, 33

2か月分, 35
3か月分, 

18

4か月分, 19

5か月分, 8

6か月分, 6

7か月分, 6

8か月分, 5

9か月分, 2
10か月分, 2 11か月分, 1

12か月
分以上, 

13

フェイスシールド

予定なし, 
28

1か月分, 36

2か月分, 40

3か月分, 25

4か月分, 10

5か月分, 6

6か月分, 5

7か月分, 4
8か月分, 2
9か月分, 1

10か月分, 0
11か月分, 0

12か月
分以上, 

13

非滅菌手袋

予定なし, 21

1か月分, 26

2か月分, 32

3か月分, 25

4か月分, 18
5か月分, 5

6か月分, 5

7か月分, 10

8か月分, 3

9か月分, 2

10か月分, 3
11か月分, 3

12か月分
以上, 17

アイソレーションガウン

予定なし, 
19

1か月分, 39

2か月分, 40

3か月分, 21

4か月分, 19

5か月分, 8
6か月分, 7

7か月分, 2
8か月分, 5

9か月分, 2 12か月分以上, 8

予定なし, 
19

1か月分, 31

2か月分, 35
3か月
分, 14

4か月分, 20

5か月分, 8

6か月分, 9

7か月分, 5

8か月分, 5
9か月分, 1

10か月分, 3 11か月分, 1

12か月分
以上, 19

N95マスクサージカルマスク

• 備蓄数量は、各品目とも
２か月分を予定している
病院が最も多い

n=170



 

3 予防計画における目標設定の考え方

26



県予防計画の数値目標の設定

目標設定事項 国ガイドライン目安 本県の目標設定(案)

① 確保病床数（初期） R2.12コロナ確保病床数 Ｐ29～32で説明
⇒本部会での意見を踏まえた
事務局案を連携協議会に提示　　　　〃　　(初期以降) コロナ対応最大値(R5.1)

② 発熱外来機関数(初期) R2.12指定機関数

（別途実施する診療所等の
　意向調査結果と合わせ検討)

　　　　〃　　(初期以降) R4.12指定機関数

③ 自宅療養者等医療提供
　 機関数

コロナ対応最大値

④ 後方支援医療機関数 コロナ対応最大値 国設定目安値どおり

 以下の１０項目について、国ガイドラインで示されている目安を参考に、
各都道府県の実状に応じた数値目標の設定が必要

 連携協議会での御意見を踏まえ目標を設定

 ▼

27

意向調査結果がコロナ実績
を上回っている（P21）



県予防計画の数値目標の設定

目標設定事項 国ガイドライン目安 本県の目標設定(案)

⑤ 人材派遣確保人数 コロナ対応最大値 （検討中）

⑥ 個人防護具備蓄機関数
協定締結医療機関の8割
が2ヶ月分以上を備蓄

（別途実施する診療所等の
意向調査結果と合わせ検討)

⑦ 検査能力（初期）
協定締結医療機関におけ
る1日の対応可能人数以上 （別途実施する診療所等の

意向調査結果と合わせ検討)
　 検査能力（初期以降）

協定締結医療機関数×コロナ
ピーク時の平均検体採取件数

⑧ 宿泊施設の確保居室数(初期) R2.5確保居室数
（検討中）

　　　　〃　　　(初期以降) R4.3確保居室数

⑨ 医療機関等の研修・訓練回数 年１回以上 （検討中）

⑩ 保健所の人員確保数 想定業務量に対応する人員 （業務量等精査中） 28



　予防計画における病床確保の数値目標の考え方

対応時期
国ガイドライン目安

A
調査+感染症病床

B
目安との乖離

C=B÷A

流行初期
442床
R2.12の

コロナの入院病床数

382床
86.4％

（▲60床）

流行初期以降
911床
R5.1の

最大確保病床数

691床
75.9％

（▲220床）

29

 ▼
国ガイドラインで示された目標値の目安と意向調査結果が乖離

 ▼

病床確保に係る数値目標設定の考え方 ①

本県の病床数の目標設定の考え方について､御意見をいただきたい。



目標の方向性と目標値 考え方

①国目安を目標値とするあい　　　　　

　・流行初期 442床

　・流行初期以降 911床

● 国は、都道府県に対し、国目安値で目標を設定することを要請

⇒ 今後の協定締結の協議において不足分の確保を依頼

②意向調査結果を目標値とする

　 ・流行初期 382床
　　　（国目安86.4％）

　 ・流行初期以降 691床
　　　（国目安75.9％）

● 国想定に基づき実施した調査の結果を踏まえた確保を目指す

【流行初期】
○ コロナ1年後の患者数を踏まえると、流行初期の確保見込病床数で対応可

【流行初期以降】

○ コロナ対応と同様に、中等症Ⅱ以上の患者を確保病床で対応する場合、
　  流行初期以降の確保見込み病床数で対応可能

○ コロナ最大（R5.1）の時期は、一般医療、救急医療もひっ迫
　⇒この時期と同レベルの病床数の確保は求めず、オール静岡で対応

そもそも病院全体の病床数が減少（Ｒ２→Ｒ５▲642床（▲２％））しており、
今後も減床が想定されるため、コロナ対応時と同程度の病床確保は困難

病床確保に係る数値目標設定の考え方 ②

30

病院部会で方向性を定め、11月の感染症対策連携協議会（親会）で
数値目標の設定方針を決定　⇒　各圏域で精査



（参考）入院患者数の推移

第３波
R2.10～R3.3

第４波
R3.4～R3.6

第５波
R3.7～R3.10

第６波
R4.1～R4.6

第７波
R4.7～R4.9

　　第８波
　R4.10～R5.3

(人)

201人(R3.5.20)
39.0％(R3.5.20)

463人(R3.9.2)
73.1％(R3.8.27) 445人(R4.2.20)

68.1％(R4.2.18,19)

波ごとの最大入院患者数(年月日)
波ごとの最大病床使用率(年月日)

デルタ株流行 オミクロン株流行

382床（流行初期確保見込み数）

691床（流行初期以降確保見込み数）

デルタ株流行期（第４、５波）
　＝　コロナ確保病床で対応

オミクロン株流行期（第７、８波）
　＝　中等症Ⅱ以上の患者は確保病床、中等症Ⅰ以下の
　　患者は確保病床外で対応

442床（コロナ１年後確保病床数）

911床（コロナ最大確保病床数）
800人(R4.8.9)
84.7％(R4.8.6)

1042人
(R5.1.16)
82.7％
(R5.1.11)

31



圏域
デルタ株流行期
最大入院患者数

（R3.9.2）

流行初期
確保見込み病床数

オミクロン株流行期
最大入院患者数

（R5.1.16)

流行初期以降
確保見込み病床数

賀茂 2(2) 20 9(3) 16

熱海伊東 26(12) 27 38(17) 49

駿東田方 56(34) 54 164(32) 90

富士 55(26) 33 119(26) 55

静岡 101(62) 70 267(47) 119

志太榛原 56(19) 35 181(29) 95

中東遠 55(36) 32 62(24) 91

西部 112(58) 111 316(59) 176

全県 463(249) 382 1156(237) 691

（参考）デルタ株、オミクロン株流行期　圏域別入院患者数と
流行初期・流行初期以降確保見込み病床数

• コロナ発生１年９か月後のデルタ株流行期の最大入院患者数には、流行初期以降の確保見込み病床数で対応可能

• オミクロン株流行期の最大入院患者数には、流行初期以降の確保見込み病床数に対し、約450床程度不足　　　　　　　　
確保病床での対応を中等症Ⅱ以上とする場合は、流行初期以降の確保見込み病床数で対応可能

カッコ内は中等症Ⅱ以上の患者数

32



 

４ その他
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区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

予防計画
改定

協定締結

医療計画

事前
調査

 　

【
協
議
会
①
】

  

予
防
計
画
改
定
の
進
め
方
等

7/25
　

【
協
議
会
②
】

予
防
計
画
素
案
等
協
議

11/14

【
協
議
会
③
】

予
防
計
画
策
定

上旬　

【
部
会
】

　

修
正
案
確
認

　

予
防
計
画
目
標
値
確
定

中旬

事
前
調
査
集
計

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

第９次医療計画
骨子案作成

第９次医療計画
素案作成

予
防
計
画
素
案

 ・ 意向調査の内容確認
 ・ 流行初期の確保可能病床数を再調査

 協定締結に向けた個別調整 ⇒ 締結
R6.9.30 までに締結完了

予
防
計
画
改
定

パブリック
コメント

実施

パブリック
コメント修正

最終とりまとめ

第
９
次
医
療
計
画
策
定

修正
パブリック
コメント

実施

予防計画素案準備

修正

　

【
部
会
】

　
　

調
査
結
果
報
告

事前調査準備
  

目標値検討

8/25,31
病院説明会

8/30
診療所部会①

9/12
診療所説明会

　今後のスケジュール

10/27
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協定締結の進め方

① 県内の医療機関への調査を実施（新型コロナの対応実績及び新興感染症等の対応見込み等）

② ①の調査結果を参考に、各医療機関と県が協定内容を協議のうえ、協定を締結
　 ・協定締結作業は、令和６年９月末までに完了

（協定締結の基本的考え方）

　・新型コロナ対応において、段階的に医療体制を整備したことを踏まえて、

　 「流行初期」と「流行初期以降」に時期を分けて協定を締結 

　・協議段階で可能な範囲で、医療機関と県が合意した内容について締結
　　⇒ 新興感染症発生時には、協定の内容に関わらず、実際の状況に応じ機動的に対応

　・協定書のひな形を基に、各医療機関の機能や役割も踏まえ、個別に協議

35



医療措置協定　協定書（ひな形） 厚生労働省作成
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医療措置協定　協定書（ひな形） 厚生労働省作成
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医療措置協定　協定書（ひな形） 厚生労働省作成
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医療措置協定に基づく要請への対応イメージ

• 協定締結に基づく医療措置に係る対応の要請は、感染状況に応じて段階的に実施
• 事前に、対応時期（流行初期、流行初期以降）に応じて、各医療機関が対応可能な内容について　

協定を締結するが、新興感染症発生時には、対応時期の範囲内において、対応開始時期等を調整　
した上で要請

国内１例目確認 厚労大臣公表
１週間 3か月 ６か月 １年

感染症指定医療機関で対応 感染症指定医療機関+協定締結医療機関での対応

流行初期 流行初期以降

対
応
医
療
機
関
数

3年

感染発生早期

大臣公表１週間後から対応の要請を開始

• 要請は感染状況に応じて段階的に実施
• 流行初期に対応する医療機関は要請後１週間

以内に対応を開始
• 病床確保の場合、最終的に３か月程度で協定

締結の病床数まで増床

大臣公表３か月以降（４か月目）から対応の要請を開始

• 要請は感染状況に応じて段階的に実施
• 流行初期以降に対応する医療機関は要請後２週間

以内に対応を開始
• 病床確保の場合、最終的に６か月程度で協定締結の

病床数まで増床

要請（段階的に実施） 要請（段階的に実施）
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　　　　　　　　　（参考）協定締結医療機関への財政支援 厚生労働省作成・一部改変

規模要件あり

40



流行初期医療確保措置協定医療機関とは
・流行初期（新興感染症発生の公表後１週間から３か月程度）に、病床の確保、発熱外来を実施する医療機関として特別な協定
（流行初期医療確保措置協定）を締結した医療機関

流行初期医療確保措置の主な要件（病床確保）

・感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数以上（厚生労働省令の基準を参酌して、最終的に
　都道府県において判断）継続して対応できること。
　

・県からの要請後１週間以内に措置を実施（確保病床を即応化）すること。

・病床確保に当たり影響が生じ得る一般患者対応について、後方支援を行う医療機関
　との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。

・確保している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。

　流行初期医療確保措置（病床確保）
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国の基準（30床以上）を参酌し、都道府県知事が定める 本県：10床以上とする
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n=50

10床以上確保見込み 10病院161床

流行初期の確保病床見込み
（50病院324床）

流行初期医療
確保措置に

おける本県の
病床数規模を
あらためて
お示しし、
流行初期の

確保病床数を
再調査する

調査は20床以上
（検討中）として実施

流行初期医療確保措置については、対象となる医療
機関の感染症対応を行った月の診療報酬収入を、感
染症流行前の同月と比較して、下回った場合にその差
額を支払う仕組み

規模
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